
駐車料金の障害者減免実施について 
 

以下のとおり減免措置を実施します。 

 

１ 実施内容 

区分 現行 改正 

外来患者 60分無料 

以降24時間まで300円 

無料 

見舞い者 30分無料 

以降180円/30分 

60分無料 

以降180円/30分 

 

2 対象者 

以下のア～エのいずれかに該当する方が、自ら運転するか、又は介護者の運転する 

車両に同乗して、病院駐車場を利用する場合、減免の対象になります。 

ア 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方 

イ 療育手帳マルA、Aの交付を受けている方 

ウ 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方 

エ 公安委員会の発行する駐車禁止除外指定車標章の掲示のある車両の方 

 

3 手続き 

対象者の方は、警備室で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を 

ご提示の上、減免手続きをお受けください。 

 

4実施時期 

平成 31年 3月 1日 

 

広島市民病院長  

（事務室総務課）  


